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おおむね２～３か月に１回程度の頻度で開催し、令和５年度末に中間まとめ、令和６年度中に検討内容につい

ての結論を得る。

回 時期 検討内容

第１回 令和５年６月 • 各縦断調査の今後の方向性案
• 本ＷＧの今後の進め方案

第２回 令和５年度秋頃 • 中高年者縦断調査の調査項目案

第３回 令和５年度冬頃 • 中高年者縦断調査の調査項目案
• 中間まとめ案（各縦断調査の今後の方向性、中高年者縦断調査の調査項目）※
• 特別報告の内容、研究者との連携方法

第４回 令和６年度

２～３か月に
１回程度開催

• ２１世紀出生児縦断調査（平成13年出生児）の客体を対象とした新たな縦断調査の調査項
目案等

• 特別報告の内容、研究者との連携方法

第５回 • ２１世紀出生児縦断調査（平成13年出生児）の客体を対象とした新たな縦断調査の調査項
目案等

• 新たな集団の対象者、調査内容

第６回 • 新たな集団の対象者、調査内容
• 報告書案

※各縦断調査の今後の方向性及び中高年者縦断調査の調査項目は、それぞれ第Ⅳ期公的統計基本計画の施行状況報告及び令和７年の調査
実施に向け令和５年度中に結論を得る。なお、開催回数や検討内容などは現時点の予定であり、ＷＧの検討状況によって変更が生じる
場合がある。


